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給与規程のサンプル

第２章 基本給

（基本給の構成）

第１４条 基本給は、年齢給と職能給により構成する。

（年齢給）

第１５条 年齢給は、本年４月１日現在の満年齢に応じて決定するものとし、その額は別表

１のとおりとする。

（職能給）

第１６条 職能給は、職務遂行能力によって設定した資格等級に応じて決定するものとし、

その資格等級基準については別表２、またその額については別表３のとおりとす

る。

（採用時の職能給）

第１７条 新卒者の採用時の職能給は、次のとおりとする。

   （１）高校卒 I－１級・B ランク１号俸

   （２）短大卒   I－２級・B ランク１号俸

   （３）専門学校卒 I－２級・B ランク１号俸

   （４）大学卒   I－３級・B ランク１号俸

  ２． 前項の規定にかかわらず、中途採用者については、本人の能力に応じた等級及び

ランク・号俸に格付けし、当該等級及びランク・号俸に対応する職能給を支給する。


